
○大阪広域環境施設組合 

公共工事総合評価落札方式実施要領 

 
制  定  平成28年10月31日 

 改  正 令和元年10月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大阪広域環境施設組合（以下「本組合」という。）が発注する公共工事（以

下「工事」という。）において、地方自治法施行令第167条の10の２（167条の12第４項及び167条

の13において準用する場合を含む。）の規定に基づき、価格及びその他の条件が本組合にとって

最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式（以下「総合評価落札方式」とい

う。）の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 
（対象工事） 

第２条 総合評価落札方式を適用することができる工事は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

(1) 入札者の提示する性能、機能、技術等（以下「性能等」という。）によって、工事価格に、 

工事に関連して生じる補償費等の支出額及び収入の減額相当額並びに維持更新費を含めたラ

イフサイクルコストを加えた総合的なコストに相当程度の差異が生じると認められる工事 

(2) 入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して、工事目的物の初期性能の持

続性、強度、安定性などの性能・機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事 

(3) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする

工事であって、入札者の提示する性能等によって、工事価格の差異に比して対策の達成度に

相当程度の差異が生ずると認められる工事 

(4) その他、入札価格に加えて入札者が提示する簡易な施工計画、施工能力、実績等を総合的

に評価することによって粗雑工事等の防止、不良不適格業者の排除を図り、その結果として

工事目的物の性能、品質の確保または向上、維持管理費の軽減等につながることが見込まれ

る工事 

２ 前項の規定により総合評価落札方式を適用する工事は、技術審査委員会（以下「審査委員会」

という。）を設置し、審査委員会の審議を経て選定するものとする。 

 
（実施方式） 

第３条 総合評価落札方式の実施方式は、次に掲げる方式のいずれかによるものとする。  

(1) 簡易条件型 技術的な工夫の余地が小さい工事について、本組合が求める技術力等の充足

と入札価格とを総合的に評価するもの 



(2) 簡易技術提案型 技術的な検討の余地の小さい工事について、技術的な工夫、業者の技術

力等と入札価格とを総合的に評価するもの 

(3) 標準型 技術的な検討の余地の大きい工事について、技術的な提案、業者の技術力等と入 札

価格とを総合的に評価するもの 

(4) 高度技術提案型 高度な技術提案を要する工事について、設計段階からの工事目的物の初

期性能の持続性、強度、安定性、環境に関する性能、ライフサイクルコスト等の技術提案と

入札価格とを総合的に評価するもの 

 
（入札公告） 

第４条 契約担当者は総合評価落札方式により入札を実施しようとするときは、あらかじめ次の

事項について公告する。 

(1) 総合評価落札方式を適用して入札を実施する工事であること 

(2) 当該入札に係る申込みのうち、価格及びその他の条件が本組合にとって最も有利なものを

もって申込みをした者を落札者として決定するための基準（以下「落札者決定基準」という。） 

(3) その他、総合評価落札方式を適用するために必要な事項 
 
 

（学識経験者の意見の聴取） 

第５条 審査委員会は、次の各号に掲げる場合において、２人以上の学識経験者の意見を聴かな

ければならない。 

(1) 落札者決定基準を定めるとき 

(2) 落札者を決定するとき。ただし、前号において、落札者決定基準に基づいて落札者を決定 

しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見があったとき 

 
（落札者決定基準） 

第６条 落札者決定基準には、評価基準、評価の方法、落札者決定の方法及びその他の基準を定

めるものとし、審査委員会の審議を経て定めなければならない。 

 
（落札者の決定方法等） 

第７条 簡易条件型による総合評価落札方式における落札者の決定方法は、前条の規定により定

められた価格以外の条件に適合する者のうち、入札価格が予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって申込みをした者を落札者とする。 

２ 簡易技術提案型、標準型又は高度技術提案型による総合評価落札方式における落札者の決定方

法は、前条の規定により定められた評価の方法により評価値を算出し、入札価格が予定価格の

制限の範囲内である入札者のうち、評価値が最も高い者を落札者とする。 

３ 簡易条件型による総合評価落札方式にあっては落札者となるべき同価の入札をした者が２者以

上あるとき、簡易技術提案型、標準型又は高度技術提案型による総合評価落札方式にあっては 



 評価値が最も高い者が２者以上あるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定することとす

る。 

４ 落札者が決定した場合は公表するものとする。 
 
 

（技術的工夫及び技術提案の審査等） 

第８条 技術的工夫及び技術提案（以下、「技術提案等」という。）の審査は、審査委員会にお

いて行う。 

２  審査委員会は、必要があると認めたときは提案者に対し、技術提案等の内容についてヒアリン

グを実施することができる。 

３ 審査委員会は、技術提案等の内容の一部を改善することで、より優れた技術提案等となる場合

や一部の不備を解決できる場合には、提案者に当該技術提案等の改善を求め、又は改善を提案

する機会を与えることができる。この場合、審査委員会は、透明性の確保のため、技術提案等

の改善に係る過程について、その概要を速やかに公表するものとする。 

 
（責任の所在等） 

第９条 落札者は、技術提案等に係る内容の適正な履行について、責任を負う。 

２  落札者が技術提案等に係る内容を履行することができなかった場合は、再度の履行義務を課す

とともに、その態様、程度に応じて次の各号に掲げる措置を講じることができる。 

(1) 悪質な行為があると認められる場合、契約の解除及び大阪広域環境施設組合競争入札参加

停止措置要綱に 基づく停止措置等の措置 

(2) 工事成績評定点の減点（算定方法は別に定める。） 
 
 

（技術提案等にかかる違約金） 

第10条 前条第２項に定める措置のほか、落札者が技術提案等に係る内容を履行できなかった場

合で本組合が再度施工を認めない場合は、落札者から違約金を徴することができる。ただし、や

むを得ないと認められる場合その他別に定める場合はこの限りでない。 

 
（契約書等への明記） 

第11条 前２条の規定については、特記事項として、入札説明書及び契約書に明記するものと

する。 

 
（技術提案等の保護） 

第12条 技術提案等については、以後の工事において、その内容が一般的に使用されている状態

となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を有する

提案についてはこの限りでない。 



（秘密の保持） 

第 13条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札者から提出された資料等は、

公表しないものとする。 

 
（その他） 

第14条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関して必要な事項は別に定める。 

 

 

附 則  この要領は、平成28年10月31日から施行する。 

附 則  この要領は、令和元年10月１日から施行する。 


